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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期

第２四半期累計期間
第12期

会計期間
自 2021年９月１日
至 2022年２月28日

自 2020年９月１日
至 2021年８月31日

売上高 (千円) 3,820,593 3,606,449

経常利益 (千円) 946,770 314,888

四半期（当期）純利益 (千円) 584,976 196,212

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － －

資本金 (千円) 650,546 650,546

発行済株式総数
　普通株式
　Ａ種優先株式

(株) 43,323
2,221

43,323
2,221

純資産額 (千円) 2,301,582 1,716,606

総資産額 (千円) 4,218,151 2,631,911

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 42.81 14.36

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) － －

１株当たり配当額 (円) － －

自己資本比率 (％) 54.5 65.2

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △502,426 △3,173

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △11,982 177,445

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △92,199 △204,239

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(千円) 857,297 1,463,906

回次
第13期

第２四半期会計期間

会計期間
自 2021年12月１日
至 2022年２月28日

１株当たり四半期純利益 (円) 44.87

(注)１．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

２．株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年４月12日付で、Ａ種優先株式2,221株を自己株式と

して取得し、その対価として普通株式を2,221株交付しております。自己株式として取得したＡ種優先株式に

ついては、2022年４月15日付でＡ種優先株式に関する定款の定めを廃止したため、その後普通株式として保

有しておりましたが、2022年５月16日付ですべて消却しております。これにより、発行済株式総数のうちＡ

種優先株式が2,221株減少し、普通株式が2,221株増加しております。

３．当社は、2022年６月２日付で普通株式１株につき300株の株式分割を行っておりますが、第12期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。また、当該株式分割

により、発行済株式総数は13,663,200株となっております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は

非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

５．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期累計期間（自 2021年９月１日 至 2022年２月28日）における世界経済は、新型コロナウイルス

感染症の影響が継続し、依然として極めて厳しい状況にあります。感染拡大防止や産業支援等の政策の結果、企業

活動や個人消費等に持ち直しの動きがみられますが、コロナ禍長期化のリスクを踏まえて対応していく必要があり

ます。

一方、緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用により、テレワークの推進、施設や店舗への営業時間

短縮や休業、不要不急の外出自粛等の要請が継続しています。これにより、人との接触機会を減らしながら商品や

サービスを購入したり、就業したりすることができる、インターネットサービスに対する需要は引き続き高い状況

です。そして、これらのサービスを提供するIＴ企業に対する投資拡大の動きが広がり、とりわけクラウドサービス

事業者に期待される社会的役割は、一層拡大していると認識しております。

具体的には、テレワーク環境の整備、顧客接点のデジタル化を中心としたデジタルトランスフォーメーションの

基盤となる、パブリッククラウドの活用が加速化しております。当社が提供するマネージドサービスの主たる基盤

であるパブリッククラウドMicrosoft Azure は、クラウドサービスの世界シェアで2018年にAmazon Web Services

を逆転して首位に立っており、高い成長率を維持しております。

当社はパブリッククラウドのマネージドサービスを中核事業とし、パブリッククラウドの活用を推進する各種サ

ービス開発をポートフォリオに有する企業として、ビジネスの拡大に取り組んでまいりました。その中でも、前事

業年度より開発・運用を行ってきた厚生労働省・新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム

（HER-SYS）関連のサービス拡充や、新型コロナウイルス感染症の影響によりリアルイベントの開催が大きく制限さ

れる中で新たな顧客接点となりうる、SaaS型IPサービスとしてのメタバース基盤の開発に取り組んでまいりまし

た。これらの分野につきましては、ウィズコロナ・アフターコロナ時代のニューノーマルにおける社会的価値とニ

ーズが高い分野として、引き続き注力してまいります。

以上の結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高3,820,593千円、営業利益は947,984千円、経常利益は

946,770千円、四半期純利益は584,976千円となりました。

なお、当社の事業はクラウドサービス事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしておりません。

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,586,240千円増加し、4,218,151千円となりま

した。このうち流動資産は1,569,020千円増加し、3,845,218千円となり、固定資産は17,219千円増加し、372,933千

円となりました。流動資産の主な増加要因は、売上規模の拡大により、売掛金及び契約資産が2,166,599千円増加し

た一方、現金及び預金が606,608千円減少したことによるものであります。固定資産の主な増加要因は、投資その他

の資産が15,235千円、有形固定資産が2,555千円増加したことによるものであります。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ1,001,263千円増加し、1,916,568千円となりまし

た。このうち、流動負債は1,050,655千円増加し、1,847,284千円となり、固定負債は49,392千円減少し、69,284千

円となりました。流動負債の主な増加要因は、SaaS型IPサービスとしての自動架電サービス等の利用量の拡大によ

り、買掛金が628,671千円、未払法人税等319,391千円、その他流動負債が106,132千円増加したことによるものであ

ります。固定負債の減少要因は、借入金の返済により長期借入金が49,392千円減少したことによるものでありま

す。
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（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ584,976千円増加し、2,301,582千円となりまし

た。これは、当第２四半期累計期間における四半期純利益の計上により、利益剰余金が584,976千円増加したことに

よるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は857,297千円となりました。当

第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により支出した資金は502,426千円となりました。これは主として、売上債権の増加額が2,167,699千円

あった一方で、税引前四半期純利益が946,770千円、仕入債務の増加額が628,671千円、その他の負債の増加額が

108,295千円あったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により支出した資金は11,982千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出

14,895千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により支出した資金は92,199千円となりました。これは、長期借入金の返済による支出92,199千円によ

るものであります。

(4) 経営方針・経営戦略等

当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

(6) 研究開発活動

該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000

Ａ種優先株式 10,000,000

計 10,000,000

(注) １．当社の発行可能株式総数は、それぞれ普通株式10,000,000株、Ａ種優先株式10,000,000株であり、合計では

20,000,000株となりますが、発行可能株式総数は10,000,000株とする旨定款に規定しております。なお、発

行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されておりません。

２．2022年４月15日開催の臨時株主総会により、同日付でＡ種優先株式に関する定款の定めを廃止するととも

に、普通株式の発行可能株式総数を180,000株としております。また、2022年５月16日開催の取締役会決議

により、2022年６月２日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を行っております。これにより、

発行可能株式総数は53,820,000株増加し、54,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年９月１日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 43,323 13,663,200 非上場 （注）１、２、３、

Ａ種優先株式 2,221 － 非上場 （注）１、２、４

計 45,544 13,663,200 － －

(注) １．当社は単元株制度を採用しておりません。ただし、2022年４月15日開催の臨時株主総会決議により、2022年

６月２日付で１単元を100株とする単元株制度を採用しております。

２．株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年４月12日付で、Ａ種優先株式2,221株のすべてを

自己株式として取得し、その対価として普通株式2,221株を交付しております。自己株式として取得したＡ

種優先株式については、2022年４月15日付でＡ種優先株式に関する定款の定めを廃止したため、その後普通

株式として保有しておりましたが、2022年５月16日付ですべて消却しております。これにより、発行済株式

総数のうちＡ種優先株式が2,221株減少し、普通株式が2,221株増加しております。

３．2022年５月16日開催の取締役会決議により、2022年６月２日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分

割を行っております。これにより、発行済株式数は13,617,656株増加し、13,663,200株となっております。

４．Ａ種優先株式の内容は以下のとおりであります。

（１）剰余金の配当

当社は、事業年度の末日を基準日として剰余金の配当を行う場合、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に

記載又は記録されたＡ種優先株式の保有者（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質

権者（以下「Ａ種登録質権者」という。）に対し、Ａ種優先株式１株につき、普通株式１株あたりの配当金に

Ａ種転換比率（その時点での下記（２）（ロ）に規定するＡ種払込金額を下記（５）（ロ）②に規定するＡ種

優先転換価額で除した数（小数点以下第２位まで算出し、小数点以下第２位を四捨五入する。）をいう。以下

同じ。）を乗じた額の配当を、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式

質権者（以下「普通登録質権者」という。）と同順位にて行う。

（２）残余財産の分配

（イ）当社は、残余財産の分配を行う場合、Ａ種優先株主又はＡ種登録質権者に対し、普通株主及び普通登録

質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株あたり下記（２）（ロ）に規定するＡ種払込金額に相当する額を支払

う。当社が残余財産を分配する時点でのＡ種払込金額にＡ種優先株式の発行済株式数（ある種類の株式につ

いて発行済の当該種類の株式の総数から当社が保有する当該種類の株式の数を除いた数をいう。以下同

じ。）を乗じた金額が残余財産の額を超える場合、本条に基づきＡ種優先株式１株につき支払われるべき残

余財産分配額は、残余財産の総額をＡ種優先株式の発行済株式数で除して算出される額（１円未満を切り捨

てる。）とする。

（ロ）Ａ種払込金額は以下のとおりとする。

①Ａ種払込金額は、当初、540,000円とする。

②当社がＡ種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当て（総称して以下「株式分割等」とい
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う。）を行う場合、以下の算式によりＡ種払込金額を調整する。

なお、調整の結果１円未満の端数が生じた場合、小数点以下第２位まで算出し、小数点以下第２位を四

捨五入するものとする。

　 調整後の

　 Ａ種払込金額
＝

調整前の

Ａ種払込金額
×

株式分割等前のＡ種優先株式の発行済株式数

株式分割等後のＡ種優先株式の発行済株式数

調整後のＡ種払込金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株式併合又

は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該株式併合又は株式無

償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。

③その他上記②に類する事由が発生した場合は、Ａ種払込金額は、取締役会の決定により適切に調整され

る。

（ハ）Ａ種優先株主及びＡ種登録質権権者に対して上記（２）（イ）に従い残余財産の分配を行った後になお

残余財産がある場合、Ａ種優先株主又はＡ種登録質権者に対し、普通株主及び普通登録質権者と同順位に

て、Ａ種優先株式１株につき、普通株式１株あたりの残余財産分配額にＡ種転換比率を乗じた額の残余財産

の分配を行う。

（３）議決権

Ａ種優先株主は、当社の株主総会及びＡ種優先株主を構成員とする種類株主総会において、Ａ種優先株式１

株につき１個の議決権を有する。

（４）株式の分割、株式の併合等

（イ）当社は、株式の分割又は併合を行う場合、Ａ種優先株式につき、普通株式と同時に同一割合でこれを行

う。

（ロ）当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式の割当てを受ける

権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

（ハ）当社は、株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合は、普通株主には普通株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当て

を受ける権利を、それぞれ同時に同一割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同

一にすることを含む。本条において以下同じ。）で、Ａ種優先株主の権利・利益に鑑みて実質的に公平な払

込金額、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他の条件により与える。

（ニ）当社は、株式無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優

先株式の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

（ホ）当社は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の無償割当て

を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行

う。

（５）普通株式を対価とする取得請求権

（イ）Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主となった日以降いつでも、法令に従い、下記（５）（ロ）に規定する条

件で、その保有するＡ種優先株式の全部又は一部を当社の普通株式に転換（ある種類の株式等（株式、新株

予約権、新株予約権付社債その他株式の交付の請求若しくは取得が可能な証券又は権利をいう。以下同

じ。）を当社が取得し、それと引き換えに当社の別の種類の株式等を交付することをいう。以下同じ。）す

ることを請求することができる。

（ロ）Ａ種優先株式の転換の条件は以下のとおりとする。

①転換により交付すべき普通株式数

Ａ種優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式の株式数は以下の算式（以下「Ａ種転換数算定式」と

いう。）により算定される。

ただし、Ａ種転換数算定式に基づき算出されたＡ種優先株式の転換により当該Ａ種優先株主に対し交付すべ

き普通株式数に１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、会社法に定める方法によりこの端数に相

当する金銭を当該Ａ種優先株主に交付するものとする。

　 転換により交付すべき

　 普通株式の数
　＝

A種払込金額×転換請求に係るA種優先株式の数

A種転換価額

②Ａ種転換数算定式におけるＡ種転換価額の調整

(a) Ａ種転換価額は当初540,000円とする。

(b) 当社において以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおりＡ種転換価額を調整する。

なお、調整の結果１円未満の端数が生じた場合、円位未満小数点以下第２位まで算出し、小数点以下第２

位を四捨五入するものとする。

（ⅰ）当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりＡ種転換価額を調整する。
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　 調整後の

　 Ａ種転換価額
＝

調整前の

Ａ種転換価額
×

株式分割等前の普通株式の発行済株式数

株式分割等後の普通株式の発行済株式数

調整後のＡ種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割のための基準日の翌日以降、株式併合又は

株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該株式併合又は株式無償割

当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。

（ⅱ）調整前のＡ種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行（自己株式の処分を含む。本条にお

いて以下同じ。）する場合（ただし、株式無償割当てを行う場合、潜在株式等（取得請求権付株式、取得条

項付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。本条において以下同じ。）、その他その

保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証

券又は権利をいう。）の行使又は転換による場合、合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付

する場合又は、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。）、以下の算式により

Ａ種転換価額を調整する。

なお、「株式総数」とは、調整後のＡ種転換価額を適用する日の前日時点における普通株式の発行済株式

数に、同日時点における発行済みの潜在株式等（当社が保有するものを除く。）の目的となる普通株式の数

を加えたものをいう。

また、以下の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発

行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替えるものとする。

　 調整後の

　 Ａ種転換価額
＝

調整前の

Ａ種転換価額
×

株式総数 ＋

新規発行株式数

× １株あたりの発行価額

調整前のＡ種転換価額

株式総数＋新規発行株式数

調整後のＡ種転換価額は、払込期日（払込期間が設定される場合はその期間の末日）の翌日以降、株主へ

の割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。

（ⅲ）当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式

の１株あたりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のＡ種転換価額を下回る場合、以下の

算式によりＡ種転換価額を調整する。

ただし、以下の算式における「新規発行株式数」は、本（ⅲ）による調整の適用の日にかかる発行株式の

全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

　 調整後の

　 Ａ種転換価額
＝

調整前の

Ａ種転換価額
×

株式総数 ＋

新規発行株式数

× １株あたりの対価の額

調整前のＡ種転換価額

株式総数＋新規発行株式数

調整後のＡ種転換価額は、払込期日（払込期間が設定される場合はその期間の末日）の翌日以降、また、

株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

（ⅳ）当社の普通株式を目的とする新株予約権又は普通株式に転換し得る新株予約権を発行する場合（新株予

約権無償割当てを行う場合を含む。）で、普通株式１株あたりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使

に際して出資される財産の普通株式１株あたりの価額の合計額（以下本（ⅳ）において「１株あたりの対価

の額」という。）が調整前のＡ種転換価額を下回る場合（ただし、当社が、当社の発行済株式総数の10％を

上限として当社のインセンティブ報酬として当社又は当社の子会社の役員又は従業員若しくはアドバイザー

に対して新株予約権を発行する場合を除く。）、以下の算式によりＡ種転換価額を調整する。

ただし、本（ⅳ）の算式における「新規発行株式数」は、本（ⅳ）による調整の適用の日にかかる新株予

約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

　 調整後の

　 Ａ種転換価額
＝

調整前の

Ａ種転換価額
×

株式総数 ＋

新規発行株式数

× １株あたりの対価の価額

調整前のＡ種転換価額

株式総数＋新規発行株式数

調整後のＡ種転換価額は、割当日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当て

の効力発生日（当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降、また、株

主割当日がある場合には、当該株主割当日以降これを適用する。

（ⅴ）当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社
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となる株式交換又は当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、

合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられ

る当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式（以下「割

当株式」という。）１株あたりの価値（当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割

当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式１株あたりに換算した額とする。以下同

じ。）が調整前のＡ種転換価額を下回る場合、以下の算式によりＡ種転換価額を調整する。

ただし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本（ⅴ）の算式における「割当

株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。

　 調整後の

　 Ａ種転換価額
＝

調整前の

Ａ種転換価額
×

株式総数 ＋

割当株式数

× １株あたりの価値

調整前のＡ種転換価額

株式総数＋割当株式数

調整後のＡ種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

(c) 上記(b)に掲げた事由のほか、以下に掲げる事由が発生した場合には、当社はＡ種優先株主及びＡ種登録

質権者に対して、あらかじめ書面によりその事由、調整後のＡ種転換価額、適用の日その他の必要な事項を

通知した上、Ａ種転換価額の調整を適切に行うものとする。

（ⅰ）合併、株式交換、株式移転、又は会社分割のためにＡ種転換価額の調整を必要とするとき。

（ⅱ）上記（ⅰ）のほか、当社の発行済普通株式数（ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってＡ種転換価額の調整を必要とするとき。

（ⅲ）当社の普通株式に転換し得る株式の発行によりＡ種転換価額の調整を行った場合において、当該株式の

転換可能期間が終了したとき。ただし、当該株式全ての転換が完了している場合を除く。

（ⅳ）当社の普通株式に転換し得る株式に係る株主割当てがなされたことによりＡ種転換価額の調整を行った

場合において、当該株式に係る払込期日又は払込期間の末日が経過したとき。ただし、当該株式の全てにつ

いて払込みが完了している場合を除く。

（ⅴ）行使により当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権の行使期間が終了したとき。ただ

し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。

③Ａ種転換価額の調整を行わない場合

上記（５）（ロ）②の規定にかかわらず、発行済Ａ種優先株式の過半数を保有する者が、調整を不要とする

ことにつき書面により同意した場合には、Ａ種転換価額の調整は行わない。

（６）普通株式を対価とする取得条項

（イ）当社が、普通株式の上場のため金融商品取引所（日本国外におけるものを含む。）に対し株式上場の申

請を行う旨の機関決定を行った場合で、かつ、株式上場に関する主幹事証券会社からＡ種優先株式を転換す

るべき旨の要請を受けた場合には、当社は取締役会の決定により定める日をもってＡ種優先株式の全てを当

社の普通株式に転換するものとする。

かかる転換により交付すべき普通株式の内容、数その他の条件については、上記（５）の規定を準用す

る。

なお、Ａ種優先株主に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、

会社法第234条に従うものとする。

（ロ）合計でＡ種優先株式の発行済株式数の過半数を保有するＡ種優先株主が、転換の期限を定めて当社によ

るＡ種優先株式の全ての転換を要請した場合には、当社は当該期限内で取締役会の決定により定める日をも

ってＡ種優先株式の全てを当社の普通株式に転換するものとする。

かかる転換によりＡ種優先株主に対して交付すべき普通株式の数その他の条件については、上記（５）の

規定を準用する。

なお、Ａ種優先株主に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、

会社法第234条に従うものとする。

（７）譲渡制限

当社Ａ種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

（８）種類株主総会の決議事項

（イ）当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別途の定めがある場合を除き、

普通株主及びＡ種優先株主を構成員とする各種類株主総会の決議を要しない。

（ロ）当社が普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権に関する募集事項の決定を行う場合には、普通株

主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

（ハ）当社がＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権に関する募集事項の決定を行う場合に

は、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年12月１日～
2022年２月28日

－
普通株式 43,323
Ａ種優先株式 2,221

－ 650,546 － 615,546

（注）株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年４月12日付で、Ａ種優先株式2,221株のすべてを自己

株式として取得し、その対価として普通株式2,221株を交付しております。自己株式として取得したＡ種優先株

式については、2022年４月15日付でＡ種優先株式に関する定款の定めを廃止したため、その後普通株式として

保有しておりましたが、2022年５月16日付ですべて消却しております。これにより、発行済株式総数のうちＡ

種優先株式が2,221株減少し、普通株式が2,221株増加しております。また、2022年５月16日の取締役会決議に

より、2022年６月２日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済

株式数は13,617,656株増加し、13,663,200株となっております。

(5) 【大株主の状況】

2022年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

松岡 清一 東京都港区 33,234 72.97

北村 健 東京都世田谷区 6,000 13.17

株式会社mam 東京都港区芝１丁目７番３号1201号 2,211 4.85

株式会社SMBC信託銀行
（特定運用金外信託 未来創生２
号ファンド）

東京都千代田区丸の内１丁目３番２号 1,851 4.06

FIXER従業員持株会 東京都港区芝浦１丁目２番３号 1,241 2.72

株式会社ウイング・キャピタル・
パートナーズ

栃木県宇都宮市鶴田１丁目７番５号 555 1.22

株式会社北國銀行 石川県金沢市広岡２丁目12番６号 370 0.81

磐前 豪 東京都武蔵野市 82 0.18

計 － 45,544 100.00

（注）2022年５月16日開催の取締役会決議により、2022年６月２日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を

行っておりますが、上記「所有株式数」は当該株式分割前の数値を記載しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) － － －

完全議決権株式(その他)

普通株式 43,323 43,323 －

Ａ種優先株式 2,221 2,221 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 45,544 － －

総株主の議決権 － 45,544 －

(注) １．株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年４月12日付で、Ａ種優先株式2,221株のすべてを

自己株式として取得し、その対価として普通株式2,221株を交付しております。自己株式として取得したＡ

種優先株式については、2022年４月15日付でＡ種優先株式に関する定款の定めを廃止したため、その後普通

株式として保有しておりましたが、2022年５月16日付ですべて消却しております。これにより、発行済株式

総数のうちＡ種優先株式が2,221株減少し、普通株式が2,221株増加しております。

２．2022年４月15日開催の臨時株主総会において、2022年６月２日付で単元株式数を100株とする単元株制度を

採用する決議をしております。

３．2022年５月16日開催の取締役会決議により、2022年６月２日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分

割を行っております。これにより、普通株式の発行済株式総数は13,617,656株増加し、13,663,200株とな

り、議決権の数は136,632個となっております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第２四半期会計期間(2021年12月１日から2022年２月28日まで)及び第２四半期累計期間(2021

年９月１日から2022年２月28日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを

受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドラインの24の４の７－６」の規定に準じて前年

同四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
（2021年８月31日）

当第２四半期会計期間
(2022年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,466,906 860,297

売掛金 723,412 －

売掛金及び契約資産 － 2,890,012

電子記録債権 － 1,100

その他 85,878 93,808

流動資産合計 2,276,197 3,845,218

固定資産

有形固定資産 85,399 87,954

無形固定資産 2,288 1,716

投資その他の資産 268,026 283,262

固定資産合計 355,713 372,933

資産合計 2,631,911 4,218,151

負債の部

流動負債

買掛金 348,162 976,833

１年内返済予定の長期借入金 155,851 113,044

未払法人税等 85,823 405,215

賞与引当金 59,922 99,190

その他 146,869 253,002

流動負債合計 796,629 1,847,284

固定負債

長期借入金 118,676 69,284

固定負債合計 118,676 69,284

負債合計 915,305 1,916,568

純資産の部

株主資本

資本金 650,546 650,546

資本剰余金 615,546 615,546

利益剰余金 448,939 1,033,915

株主資本合計 1,715,031 2,300,007

新株予約権 1,575 1,575

純資産合計 1,716,606 2,301,582

負債純資産合計 2,631,911 4,218,151
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)

売上高 3,820,593

売上原価 2,298,054

売上総利益 1,522,539

販売費及び一般管理費 ※ 574,554

営業利益 947,984

営業外収益

受取利息 8

営業外収益合計 8

営業外費用

支払利息 1,223

営業外費用合計 1,223

経常利益 946,770

税引前四半期純利益 946,770

法人税等 361,793

四半期純利益 584,976
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 946,770

減価償却費 12,912

受取利息及び受取配当金 △8

支払利息 1,223

売上債権の増減額（△は増加） △2,167,699

仕入債務の増減額（△は減少） 628,671

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,267

未払金の増減額（△は減少） 8,228

未払費用の増減額（△は減少） 430

その他の資産の増減額（△は増加） △5,173

その他の負債の増減額（△は減少） 108,295

小計 △427,082

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △1,223

法人税等の支払額 △74,128

営業活動によるキャッシュ・フロー △502,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △14,895

敷金の差入による支出 △2,389

敷金の回収による収入 5,302

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △92,199

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △606,608

現金及び現金同等物の期首残高 1,463,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 857,297
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、受注制作のソフトウエアに係る開発案件に関しては、従来は、長期かつ大型の開発契約について

は、開発の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない場合は

工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合

には、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行

義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める

割合に基づいて行っております。

また、アプリ開発の教育講座については、従来、講座終了時に収益を認識しておりましたが、契約における履

行義務を充足するにつれて顧客が便益を享受する場合、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しており

ます。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第２四半期累計期間に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は

ありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛

金」は、第１四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準

第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度については新たな表示方法により組替えを行っており

ません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響は

ありません。

(四半期損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
当第２四半期累計期間
(自 2021年９月１日
　至 2022年２月28日)

給料及び賞与 119,608 千円

賞与引当金繰入額 39,640 〃

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。
当第２四半期累計期間
(自 2021年９月１日
　至 2022年２月28日)

現金及び預金 860,297 千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △3,000 〃

現金及び現金同等物 857,297 千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期累計期間(自 2021年９月１日 至 2022年２月28日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、クラウドサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

当社はクラウドサービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下

のとおりであります。

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
（自 2021年９月１日
至 2022年２月28日）

準委任契約 3,352,068

請負契約 399,312

その他 69,212

顧客との契約から生じる収益 3,820,593

外部顧客への売上高 3,820,593

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第２四半期累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)

１株当たり四半期純利益 42円81銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 584,976

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 584,976

普通株式の期中平均株式数(株) 13,663,200

(うちＡ種優先株式(株)) (666,300)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

－

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．Ａ種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同順位であるため、１株当たり四半期純利

益の算定上、その普通株式相当数を期中平均株式数に含めて計算しております。

３．2022年５月16日開催の取締役会決議により、2022年６月２日付で普通株式１株につき300株の割合で
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株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半

期純利益を算定しております。

(重要な後発事象)

（資金の借入）

当社は、株式会社三井住友銀行との当座貸越契約に基づき、次のとおり借入を実行いたしました。

(1) 資金使途 運転資金

(2) 借入先 株式会社三井住友銀行

(3) 借入金額 500,000千円

(4) 借入金利 基準金利＋スプレッド

(5) 借入実行日 2022年３月30日

(6) 返済期限 2022年６月30日

(7) 担保等の有無 無担保・無保証

（優先株式の取得及び消却）

当社は、株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2022年４月12日付で、Ａ種優先株式2,221株のすべ

てを自己株式として取得し、その対価として普通株式2,221株を交付しております。

また、自己株式として取得したＡ種優先株式については、2022年４月15日開催の臨時株主総会決議において同

日付でＡ種優先株式に関する定款の定めを廃止したため、その後普通株式として保有しておりましたが、2022年

５月16日開催の取締役会決議において同日付ですべて消却しております。

これにより、発行済株式総数のうちＡ種優先株式が2,221株減少、普通株式が2,221株増加し、発行済普通株式

数は45,544株となっております。

(1) 取得及び消却した株式数

Ａ種優先株式 2,221株（消却時は普通株式として保有）

(2) 交換により交付した普通株式数

2,221株

(3) 交付後の発行済み普通株式数

45,544株

（単元株制度の採用）

当社は、2022年４月15日開催の臨時株主総会により定款の一部を変更し、2022年６月２日を効力発生日として

１単元を100株とする単元株制度を採用しております。

（株式分割）

当社は、2022年５月16日開催の取締役会決議により、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目

的として、2022年６月２日付で次の株式分割を行っております。

(1) 分割の方法

2022年６月１日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、１株

につき300株の割合で分割しております。
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(2) 分割により増加した株式数

分割前の発行済株式総数 45,544株

分割により増加した株式数 13,617,656株

分割後の発行済株式総数 13,663,200株

分割後の発行可能株式総数 54,000,000株

(3) 株式分割の効力発生日

2022年６月２日

(4) １株当たり情報に及ぼす影響

「１株当たり情報」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これに

よる影響については当該箇所に記載しております。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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